
 

平成 27年９月９日 
 

医業経営コンサルティングなどの事業を営んでいると偽って 

社債購入を勧誘する「株式会社日本医療センター」に関する注意喚起 
  

平成 25 年 10 月以降、医業経営コンサルティングなどの事業を営んでいると偽って、

無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「社債」といいます。）の購入を勧誘する事業

者に係る相談が、各地の消費生活センターに寄せられています。 

消費者庁が調査したところ、「株式会社日本医療センター」（以下「日本医療センター」

といいます。）の勧誘において消費者の利益を不当に害するおそれのある行為（不実のこ

とを告げること）を確認したため、消費者安全法（平成 21年法律第 50号）第 38 条第１

項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆

様に注意を呼び掛けます。 
 

（注意喚起の要旨） 

○ 日本医療センターは、消費者に対し、同社の医業経営コンサルティングなどの事業の

内容を記載したパンフレットや同社が発行するという社債の契約書類等一式（以下「勧

誘資料」といいます。）を封筒で送付してきます。 

消費者が日本医療センターからの封筒を受け取るのと前後して、消費者宅に、日本医

療センターとは別の事業者から電話があり、「その封筒を譲ってほしい。」、「封筒の宛名

の人にしか日本医療センターに投資する権利が無いので、あなたの名前を貸してほし

い。」などと一方的に依頼してきます。 

○ その後、社債購入に関する名義貸しを断らなかった消費者に日本医療センターから

電話があり、あなたは名義貸しをした。これはインサイダー取引になる。このままでは

刑事裁判にかけられる。」、「2000万円の出資なので、半分の 1000 万円を払わなければ

刑事裁判になる。」などと言い、金銭の支払を要求してきます。 

○ 日本医療センターは、消費者に送付した勧誘資料に同社の事務所の所在地を掲載し

ていますが、当該所在地に同社の事務所は存在しておらず、商業登記簿への登記もあり

ません。 

○ 以上のことから、日本医療センターには事業の実体がないことが強く疑われます。日

本医療センターから勧誘資料が届いた場合又は日本医療センターとは別の事業者から

日本医療センターの勧誘資料について電話で質問や依頼を受けた場合、決して応じない

でください。 

○ 見知らぬ人や事業者からの「社債を購入する権利を譲ってほしい。」、「あなたの名前

だけ貸してほしい。」といった依頼は詐欺の手口です。事業者からこのような依頼を受

けても決して応じてはいけません。 

○ このような依頼に応じてしまい、後から「インサイダー取引になる。」、「刑事裁判に

なる。」などと言われて金銭の支払を求められた場合、決して支払ってはいけません。

お金を支払う前に消費生活センターや警察に相談しましょう。 

○ このような勧誘電話に関して不審な点があった場合は、消費生活センターや警察に相

談しましょう。 

本件に関する問合せ先 

消費者庁 消費者政策課 財産被害対策室  

TEL：03(3507)9187 FAX：03(3507)9287 
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医業経営コンサルティングなどの事業を営んでいると偽って 

社債購入を勧誘する「株式会社日本医療センター」に関する注意喚起 

 
平成 25年 10月以降、医業経営コンサルティングなどの事業を営んでいると偽って、無担保転

換社債型新株予約権付社債（以下「社債」といいます。）の購入を勧誘する事業者に係る相談が、

各地の消費生活センターに寄せられています。 

消費者庁が調査したところ、「株式会社日本医療センター」（以下「日本医療センター」といい

ます。）の勧誘において消費者の利益を不当に害するおそれのある行為（不実のことを告げるこ

と）を確認したため、消費者安全法（平成 21年法律第 50号）第 38条第１項の規定に基づき、

消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。 

 

１．事業者の概要 

名   称 株式会社日本医療センター 

所 在 地 東京都中央区銀座３－２－11 

代 表 者 江上 文雄 

設   立 昭和 48年 12月 24日 

資 本 金 50億 6000万円 

事業内容  
医業経営コンサルティング、D to D（医師の転職、開業支援と医

療連携支援）、住宅型有料老人ホーム 等 

※ 日本医療センターが消費者に提供した資料に記載されている内容です。 

※ 日本医療センターは、上記所在地に存在しません。 

※ 同名又は類似名の事業者と間違えないよう御注意ください。 

 

２．具体的な勧誘事例（資料の詳細は別添を参照） 

（１）平成 27年５月初めころ、日本医療センターとは別の事業者（以下「Ａ」といいます。）の

担当者を名乗る者から消費者に「日本医療センターから封筒が届いていないか。その封筒に

は、日本医療センターに投資するための申込書が入っている。日本医療センターに投資でき

るのは、その封筒が届いた人だけだ。」などと電話が掛かってきた。消費者は、Ａの担当者

に「投資なんかしない。特に興味もない。」と答えたところ、Ａの担当者から「もし封筒が

要らないならば、封筒を欲しがっている人がいるので、その人に譲って欲しい。譲ってくれ

たら御礼をする。」と言われ、封筒を譲ることを承諾した。 

（２）その数日後、消費者宅に封筒が届いた。封筒の下部に日本医療センターの社名が印刷さ 

れ、中には、「無担保型新株予約権付社債権売買契約書」、「社員権申込内容と書かれた紙」

等の資料が入っていた。消費者は、日本医療センターという東京の会社が資料を送ってきた

のだと思った。 

（３）封筒が届いたのち、Ａの担当者から消費者に再度電話があり、「封筒の宛名の人にしか日

本医療センターに投資する権利が無いので、あなたの名前を貸してほしい。あなたに日本医

療センターに電話をしてもらって、申込みだけをしてもらいたい。」、「お金は全てこちらで

払うので、絶対迷惑は掛けない。」と依頼された。Ａの担当者があまりに一所懸命頼むので

断りきれず、Ａの担当者から聞いた日本医療センターの電話番号に電話して、電話に出た日

本医療センターの担当者という者に社債 200口の購入を申し込むとともに、Ａの担当者に電

話して日本医療センターから教えられた振込先の口座番号を伝えた。 
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（４）翌週、Ａの担当者から消費者に電話があり、消費者の名前でお金を振り込んだと言われ、

その同じ日に日本医療センターの担当者からも消費者に電話があり、売買契約書に住所と名

前を書いてＦＡＸするよう指示されたので、消費者は、住所と名前を書いた売買契約書を同

社宛てにＦＡＸした。 

（５）ＦＡＸをしてから数日後、日本医療センターの担当者から消費者に電話があり、「あなた

はえらいことをしてくれた。あなたは名義貸しをした。これはインサイダー取引になる。こ

のままではあなたは刑事裁判にかけられる。」などと言われ、その担当者の上司という者（以

下「Ｂ」といいます。）からも「2000万円の出資なので、半分の 1000万を払わなければ刑事

裁判になる。」と言われた。消費者がそんな大金はないと言うと、Ｂから「それなら 500万

払え。Ａの担当者とも相談しろ。」と要求された。そこで、消費者は、Ａの担当者に電話し

て 500万円も払えないと相談したところ、「400万円だけ出してください。」と言われた。 

（６）消費者は、名前を貸しただけで大変な罰を受けることになるという言葉に驚きと恐怖を感

じ、400万円の預金を下ろして、自宅近くの郵便局から郵便小包で、日本医療センターのＢ

に指定された千葉県のＢの自宅というマンション宛てに送付した。 

（７）その後も、日本医療センターのＢから残りの金を払えと電話があり、断りきれずに友人に

お金を借りに行ったところ、その友人が消費生活センターや警察に連絡してくれた。 

（８）なお、他の勧誘事例においては、日本医療センターからの封筒には、上記（２）に記載の

２枚の社債契約書類のほか、同社の医業経営コンサルティングなどの事業の内容を記載した

パンフレットを含めた社債の契約書類等一式が同封されている事例も多数確認されています。 

 

３．当庁が確認した事実 

○ 日本医療センターは、消費者に対し、同社の医業経営コンサルティングなどの事業の内容

を記載したパンフレットや社債の契約書類等一式の入った勧誘資料を封筒で送付してきます。 

 消費者が日本医療センターからの封筒を受け取るのと前後して、消費者宅に、日本医療セ

ンターとは別の事業者から電話があり、「封筒を譲ってほしい。」、「名前だけ貸してほしい。」

などと依頼してきます。 

○ その後、社債購入に対する名義貸しを断らなかった消費者に日本医療センターから電話が

あり、「あなたは名義貸しをした。これはインサイダー取引になる。このままではあなたは刑

事裁判にかけられる。」、「2000万円の出資なので、半分の 1000万を払わなければ刑事裁判に

なる。」などと言って、金銭の支払を要求してきます。 

○ 日本医療センターは、消費者に送付した勧誘資料に同社の事務所の所在地を掲載していま

すが、当該所在地に同社の事務所は存在しませんでした。 

○ 日本医療センターが消費者に送付した勧誘資料に記載している所在地に係る商業登記簿を

確認したところ、当該所在地における日本医療センターの登記は存在しませんでした。 

 

４．消費者へのアドバイス 

○ 前記３の事実を踏まえると、日本医療センターには事業の実体がないことが強く疑われま

す。日本医療センターから勧誘資料が届いた場合又は日本医療センターとは別の事業者から

日本医療センターの勧誘資料について電話で質問や依頼を受けた場合、決して応じないでく

ださい。 

○ 見知らぬ人や事業者からの「社債を購入する権利を譲ってほしい。」、「あなたの名前だけ

貸してほしい。」といった依頼は詐欺の手口です。事業者からこのような依頼を受けても決し

て応じてはいけません。 

○ このような依頼に応じてしまい、後から「インサイダー取引になる。」、「刑事裁判にかけら
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れる。」などと言われて金銭の支払を求められた場合、決して支払ってはいけません。お金を

支払う前に消費生活センターや警察に相談しましょう。 

○ 金融庁では、金融行政・金融サービスに関する一般的な御質問・御相談・御意見を金融サー

ビス利用者相談室で受け付けるとともに、同庁のウェブサイトで専用ページを設けて詐欺的

な投資勧誘等への注意を促していますので、参考にしてください。 

● 金融庁金融サービス利用者相談室 

受付時間 平日10時00分～17時00分  
電話番号 0570-016811（IP電話からは03-5251-6811） 

● 金融庁ウェブサイト：専用ページ「詐欺的な投資勧誘等にご注意ください！」 
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/attention.html 

 

○ このような取引に関して不審な点があった場合は、各地の消費生活相談窓口（消費生活セ

ンター）や警察に相談しましょう。 

● 消費者ホットライン（最寄りの消費生活センターを御存知でない場合） 

電話番号 188  

● 警察相談専用電話 

       電話番号 ＃9110 

（以 上） 

http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/attention.html


テキストボックス
　別添
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